
ご
み
収
集
は

　

年
末
年
始
は
ご
み
収
集
日
が
限

ら
れ
、
各
家
庭
の
ご
み
が
多
く
な

り
ま
す
。
ご
み
の
減
量
に
ご
協
力

く
だ
さ
い
。

○
引
越
し
な
ど
で
多
量
に
ご
み
が

発
生
す
る
場
合
の
臨
時
収
集

▼
と
き　

12
月
24
日
ま
で

○
燃
え
る
ご
み
の
年
末
臨
時
収
集

▼
と
き　

12
月
30
日
（
午
前
８
時

45
分
ま
で
に
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

へ
）

○
年
明
け
の
収
集

▼
と
き　

１
月
４
日
か
ら

○
国
崎
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
へ
の

一
般
ご
み
の
持
ち
込
み

　

年
末
に
家
庭
ご
み
を
直
接
持
ち

込
み
さ
れ
る
場
合
は
、
次
の
事
項

を
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
12
月
30
日
ま
で

　

通
常
ど
お
り
で
す
。

（
ご
み
の
直
接
持
込
は
火
曜
日
か

ら
金
曜
日
の
午
後
１
時
30
分
か
ら

同
４
時
ま
で
、
前
日
ま
で
に
電
話

予
約
が
必
要
で
す
。
10
㎏
あ
た
り

80
円
の
処
理
手
数
料
が
必
要
で

す
。）

▼
12
月
31
日

　

家
庭
か
ら
発
生
す
る
「
燃
え
る

ご
み
」
に
限
り
直
接
持
込
が
可
能

役
場
の
業
務
は
年
末
は
12
月
28
日
ま
で

年
始
は
１
月
４
日
か
ら
行
い
ま
す

で
す
。
持
込
時
間
は
午
前
９
時
か

ら
午
後
４
時
ま
で
、
予
約
不
要
で

す
。

※
猪
名
川
町
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

で
は
、
家
庭
ご
み
の
持
ち
込
み
を

受
け
付
け
て
い
ま
せ
ん
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、
猪
名
川
町
ク

リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
（
☎
７
６
８
・

０
８
１
８
）、
国
崎
ク
リ
ー
ン
セ

ン
タ
ー
（
☎
７
４
４
・
７
２
８
０
）

へ
。

水
道
は

　

12
月
29
日
か
ら
１
月
３
日
の

間
、
水
道
管
の
漏
水
や
破
裂
な
ど

が
発
生
し
た
と
き
は
、
中
央
監
理

所
か
左
記
の
待
機
事
業
者
に
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
宅
内
の

漏
水
な
ど
の
修
理
に
つ
い
て
は
個

人
負
担
と
な
り
ま
す
。

　

気
温
が
低
下
す
る
と
凍
結
に
よ

り
水
道
管
の
破
裂
事
故
が
多
発
し

ま
す
。
屋
外
の
蛇
口
や
露
出
し
た

配
管
な
ど
、
凍
り
や
す
い
部
分
に

は
防
寒
処
理
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、
上
下
水
道
課

（
☎
７
６
６
・
８
７
１
６
）
へ
。

ふ
れ
あ
い
バ
ス
は

　

12
月
30
日
か
ら
１
月
３
日
ま

で
、
ふ
れ
あ
い
バ
ス
を
運
休
し
ま

す
。
年
始
は
１
月
４
日
か
ら
運
行

し
ま
す
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、
企
画
財
政
課

（
☎
７
６
６
・
８
７
１
１
）
へ
。

図
書
館
の
貸
出
は

　

12
月
29
日
か
ら
１
月
３
日
ま
で

休
館
し
ま
す
。　

※
12
月
28
日
か
ら
１
月
４
日
の

間
、
返
却
ポ
ス
ト
は
利
用
で
き
ま

せ
ん
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、
図
書
館
（
☎

７
６
６
・
３
２
３
８
）
へ
。

ゆ
う
あ
い
セ
ン
タ
ー
は

　

12
月
29
日
か
ら
１
月
３
日
ま
で

休
館
し
ま
す
（
プ
ー
ル
の
み
１
月

４
日
も
休
業
）。

　

問
い
合
わ
せ
は
、
ゆ
う
あ
い
セ

ン
タ
ー
（
☎
７
６
６
・
１
２
０
０
）

へ
。

火
災
に
気
を
つ
け
よ
う

　

消
防
本
部
・
消
防
団
お
よ
び
防

火
協
会
は
、
12
月
15
日
か
ら
同
31

日
ま
で
、
年
末
火
災
特
別
警
戒
を

実
施
し
ま
す
。

　

寒
さ
も
厳
し
く
な
り
、
暖
房
器

具
な
ど
火
を
使
う
機
会
が
多
く
な

り
ま
す
が
、
師
走
の
あ
わ
た
だ
し

さ
で
火
に
対
す
る
注
意
も
お
ろ
そ

か
に
な
り
が
ち
で
す
。

　

お
出
か
け
前
、
就
寝
前
に
は
火

の
元
の
確
認
を
し
ま
し
ょ
う
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、消
防
本
部（
☎

７
６
６
・
０
１
１
９
）
へ
。

　

年
末
年
始
の
ご
み
収
集
、
水
道
や
医
療
機
関
に
つ
い
て
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

　

役
場
の
業
務
は
、
年
末
は
12
月
28
日
（
火
）
ま
で
、
年
始
は

１
月
４
日
（
火
）
か
ら
通
常
ど
お
り
行
い
ま
す
。

　

な
お
、
出
生
届
・
死
亡
届
な
ど
戸
籍
に
関
す
る
届
け
出
に
つ

い
て
は
、
休
日
で
も
閉
庁
窓
口
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

年末特別貸出（12月 28日まで）
区分 冊数 期間
図書 あわせて

10 冊
年末特別

貸出 
いずれも
4 週間

雑誌
紙芝居 6 冊
ＣＤ

あわせて
3 本

ＤＶＤ
カセット
テープ

年末年始診療機関一覧表
区　分 診療日・受付時間 機関名 所在地・電話番号

内　科

12月30日（木）～ 1
月3日（月）午前10
時～同11時30分、午
後1時～同4時30分

川西市応急
診療所

川西市中央町12―2
（川西市保健セン
ター内）
☎759―8711

小児科

12月29日（水）～ 1
月3日（月）午前8時
30分～翌朝午前6時
30分

阪神北広域
こども急病
センター

伊丹市昆陽池2―10
☎770―9988

歯　科
12月30日（木）～ 1
月3日（月）午前10
時～午後0時30分

川西市ふれ
あい歯科診
療所

川西市火打1―1―7
（ふれあいプラザ1階）
☎758―7388

耳鼻咽喉科 12月29日（水）～ 1
月3日（月）午前9時
～翌朝午前5時30分

尼崎医療セ
ンター

尼崎市水堂町3―15
―20
☎06―6436―8701眼　科

電話相談一覧表
阪神北広域こども急病センター

☎770－9981（午後8時～翌朝午前7時）
いながわ健康・医療相談ほっとライン24

看護師、医師などが24時間で対応します。【☎0120－024－995】

年末年始の医療機関情報
　近くの医療機関が休診のときは、下表の医療機関で受診して
ください。診察を受けるときは、健康保険証、医療証を必ず持
参ください。
　問い合わせは、保健センター（☎766－1000＝12月28日まで）、
消防本部（☎766－0119）へ。

役
場
連
絡
先

上
下
水
道
課
中
央
監
理
所

　
　
　
　

☎
７
６
６
・
８
１
１
５

水
道
待
機
事
業
者

㈱
猪
名
川
水
道
サ
ー
ビ
ス

　
　
　
　

☎
７
６
６
・
３
３
４
５

川西病院行きバスの試験運行が１２月２８日で終了します
　7月15日より、日生中央～市立川西病院間で実施している「川
西病院行きバス」の試験運行が、12月28日に終了します。
　多くのご利用ありがとうございました。
　今回の運行による利用者の意見や、利用人数、運賃収入によ
る収支などの経費を参考とし、今後の方針を検討します。
　問い合わせは、企画財政課（☎766―8711）へ。

平成 23年度採用の消防職員を募集
　 平 成 23 年 度 に 採 用 す る 消 防 職 員 を 次 の と お り 募 集 し
ま す 。 募 集 要 項 ・ 申 込 書 な ど は 、 総 務 課 、 日 生 ・ 六 瀬
住 民 セ ン タ ー で 配 布 し ま す 。 ま た 、 町 ホ ー ム ペ ー ジ か
ら も ダ ウ ン ロ ー ド で き ま す 。
▶受付期限

【郵送】 1 月 11 日 必 着 、 特 定 記 録 郵 便 ま た は 簡 易 書 留 郵
便 と す る

【持参】 1 月 11 日 午 後 5 時 30 分 ま で の 執 務 時 間 内
▶受付場所　 総 務 課 　 ▶一次試験日　 1 月 23 日 （ 日 ）

職種
採用予
定人数

受験資格
※すべての要件にあてはまる人

消防職 1 人

◎昭和60年（1985年）4月2日以降に出生した
人で、学校教育法に定める高等学校以上を卒
業した人または平成23年（2011年）3月31日ま
でに卒業見込みの人　◎視力は、両眼とも1.0
以上（矯正視力を含む。）ただし、裸眼視力が
0.3以上　◎消防職として、色覚・聴力・言語
および運動機能などに支障がないこと　◎普
通自動車運転免許取得者または平成23年（2011
年）3月31日までに取得見込みの人（オートマ
チック車限定不可）

　 地 方 公 務 員 法 第 16 条 の 欠 格 条 項 に 該 当 す る 人 は 、 応
募 で き ま せ ん 。 採 用 時 に は 、 通 勤 可 能 な 地 域 に 住 居 を
定 め て く だ さ い 。 受 験 者 が 平 成 23 年 3 月 31 日 ま で に そ
の 属 す る 学 校 を 卒 業 で き な い 場 合 、 採 用 す る こ と は で
き ま せ ん 。

問い合わせは、総務課（☎766―8708）へ。
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毎月1日・15日発行

人　口 32,599人
世帯数 11,837世帯
   （12月1日現在）

　編集・発行
猪名川町総務課

広報

〒666－0292  兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11－1　電話番号 072（766）0001（代表）ファックス番号 072（766）3732

第832号
平成22年(2010年)12月15日


